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「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」の一部改正新旧対照表（案）  

○ 児童福祉法による保育所運営  国庫負担金について  （昭和51年4月16日  厚 生省発児  厚 生事務次官通知  59号の2   

改 正 後  改 正 前  

第1用語の意義   
この交付要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各   

号に定めるところによること。   

1 （略）  

第1用語の意義   

この交付要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各   
号に定めるところによること。  

1「運営費」とは、市町村が児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」  
という。）第24条本文の規定による保育所での保育の実施を行った場合に  

おける法第51条第4号に規定する保育の実施につき法第45条の最低基準  
を維持するための費用であって、次の範囲内の経費をいうこと。  

（1）事業費  

ア 一般生活費  

入所児童の給食に要する材料費（3歳未満児については主食及び  

副食給食費、3歳以上児については副食給食費とする。）及び保育  
に直接必要な保育材料費、炊具食器具、光熱水費等  
（3歳未満児については月額9，550円、3歳以上児については月額  
6，466円とする。）  

イ 児童用採暖費  

入所児童の冬期の採曖費  

（2）人件費  

入所児童の保育に必要なその保育所の長、保育士（乳児3人につき  
1人、1～2歳児6人につき1人、3歳児20人につき1人、4歳以上児30  
人につき1人とする。ただし、定員90人以下の施設においては、この定  
数のほか1人を加算する。）、調理員その他の職員の人件費  

（3）管理費  

保育所の管理に必要な経費   

2 「私立認定保育所」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的  

な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下「就学前保育等  
推進法」という。）第10条第1項第5号に規定する私立認定保育所をいう。   

3 「幼稚園」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する幼  
稚園をいう。   

4 「認定こども園」とは、就学前保育等推進法第6条第2項に規定する認定こ  
ども園をいう。   

5 「幼保連携施設」とは、就学前保育等推進法第3条第2項に規定する幼保  
連携施設をいう。  

（1）（略）  

ア（略）  

イ（略）   

（2）（略）   

（3）（略）   

2（略）  

3（略）  

4（略）  

5（略）  
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改 正 前  

6 「特別支援学校幼稚部」とは、学校教育法第76粂第2項に規定する特別   
支援学校幼稚部をいう。  

7 「知的障害児通園施設」とは、法第7条第1項に規定する知的障害児通園   
施設をいう。  

8 「難聴幼児通園施設」とは、児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令   
第63号）第60条第2項第1号に規定する難聴幼児通園施設をいう。  

9 「肢体不自由児施設通園部」とは、法第7条第1項に規定する肢体不自由   
児施設のうち「し体不自由児施設の通園 児童に対する療育について」（昭   

和38年6月11日厚生省発児第122号厚生事務次官通知）による通園児童   
療育部門及び児童福祉施設最低基準第68粂第2号に規定する肢体不自   
由児通園施設をいう。  

10「情緒障害児短期治療施設通所部」とは、法第7粂第1項に規定する情緒   
障害児短期治療施設の通所部をいう。  

11「児童デイサービス」とは、障害者自立支援法（平成17年法律第123号）   
第5条第7項に規定する児童デイサービスをいう。  

12「定員」とは、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が認可し   
た定員をいう。  
これらの場合において、2歳未満児とその他の児童など年齢ごとに分けて   

定員を定めているときは、その合算人員とすること。  

6（略）   

7（略）   

8（略）   

9（略）  

ム
⊇
－
 
 

13「保育単価」とは、入所児童1人当たり運営費の月額単位をいうこと。  

14「支弁額」とは、保育単価に入所児童の数を乗じて得た額をいい、その算   
定にあたっては、第3の4に定める算式によること。  
ただし、私立認定保育所については、保育単価に入所児童の数を乗じて   

得た額から就学前保育等推進法第13粂第2項の規定により読み替えられた   

法第51条第4号に規定する保育料額（以下「保育料額」という。）を控除した   
額をいい、その算定にあたっては、第3の4のただし書に定める算式による   
こと。  
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改 正 後  改 正 前  

15 「地域区分」の適用範囲については、次によるものとする。  

（ア）「二迫／100地域」とは、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法  
律第95号）第11条の3の規定に基づく人事院規則9－49（地域手当）（以  

下「人事院規則」という。）別表第1の支給割合が＝級地とされている地  
域とする。  

（イ）「遁／土00地域」とは、人事院規則別表第ユの支給割合が三塵過とされ  
ている地域とする。  

（ウ）「12／100地域」とは、人事院規則別表第ユの支給割合が三後塵とされ  
ている地域及び東久留米市とする。  

（剖除）  

出「10／100地域」とは、人事院規則剋重畳土盈逆附則別表第ユの支給  
割合が四級地とされている地域及び習志野市、八千代市、小金井市、  
綾瀬市、座間市、逗子市、摂津市、太東市、広島県府中町とする。  

・＿jし」∴・  

出「8／100地域」とは、東大和市、松原市とする。  

（削除）  

也「6／100地域」とは、人事院規則別表第1及び附則別表第上の支給割  
合が重盗也とされている地域及び狭山市、新座市、鳩ヶ谷市、富士見  
市、ふじみ野市、埼玉県三芳町、蕨市、捷勢原市、姓盆山県寒川町、  
大阪狭山市、大阪府忠岡町、川西市とする。  
（削除）  

出「3／100地域」とは、人事院規則別表第1及び附則別表第ユの支給割  
合が六級地とされている地域及び長岡京市とする。   

出「その他地域」とは、（ア）から出以外の地域とする。  

15 「地域区分」の適用範囲については、次によるものとする。   

（ア）「土工／100地域」とは、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法  
律第95号）第11条の3の規定に基づく人事院規則9－49（地域手当）（以  

下「人事院規則」という。）附則別表第2の支給割合が罠∠ぷ迫とされて  
いる地域とする。  

（イ）「週／100地域」とは、人事院規則遮剋剋表題2の支給割合が上皇∠  
裏迫とされている地域とする。  

（ウ）「12／100地域」とは、人事院規則附則別表晃呈の支給割合が12／100  
とされている地域とする。   

出「1レ／100地域」とけ、人卿  
とされている地域とする∩   

地「10／100地域」とは、人事院規則附則別表第呈の支給割合が10∠1㈹  
とされている地域及び習志野市、八千代市、小金井市、塵久留米宙、  
逗子市、摂津市とする。   

出「9／100地域」とは、ノ卿と  
されている地域及び綾瀬市、座間市とする。   

出「8／100地域」とは、人事院規則附則別表第㈱と  
されている地域及び大東市とする。   

辺「7／100地域」とは、東大和市、松原市とする。  

出「6／100地域」とは、人事院規則附則別表第呈の支給割合が旦∠ぷ坦と  
されている地域及び狭山市、新座市、鳩ヶ谷市、富士見市、ふじみ野  
市、埼玉県三芳町、蕨市、大阪狭山市、大阪府忠岡町、川西市とする。  

巨ユ「5／100蜘と  
されて㈱   

出「3／100地域」とは、人事院規則附則別表第呈の支給割合が旦∠上坦と  
されている地域及び長岡京市、広島県府中町とする。   

良ユ「その他地域」とは、（ア）から出以外の地域とする。  

16 （略）  16 「乳児」とは、法第24条本文の規定による保育の実施がとられた日の属す   
る月の初日において1歳に達していない児童をいい、その児童がその年度   
の途中で1歳に達した場合においても、その年度中に限り乳児とみなすも   
のとする。   



改 正 前  

17「1～2歳児」とは、法第24条本文の規定による保育の実施がとられた日の   

属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその   
年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り1～2歳児と   
みなすものとする。  

18 「3歳児」とは、法第24条本文の規定による保育の実施がとられた日の属   
する月の初日において4歳に達していない児童をいい、その児童がその年   
度の途中で4歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳児とみなす   
ものとする。  

17 （略）  

18 （略）  

亘分」について、ゆより  
転を行っている場合は、年度の初日の年齢区分とする。  

辺 上空   
音の  

第2 国庫負担額   

1 国庫負担金  
この国庫負担金は、その年度において、市町村が法第51条第4号により  

支弁した支弁総額（各保育所に対する各月の支弁額（私立認定保育所に  

あっては、保育単価に入所児童の数を乗じて得た額とする。）の年間の合  
算額の全保育所の合計額をいう。）から当該年度における第4に定める徴収  
金（保育料）基準額を控除した額を基本額として、法第53条の規定によりそ  
の2分の1に相当する額を負担するものであること。ただし、昭和63年度以  
前における事務又は事業の実施に係る国庫負担金については、なお従前  
の例によるものとすること。   

2 国庫負担金の概算払  
厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承  

認額の範囲内において概算払をすることができるものであること。   

3  国庫負担金の返還  

厚生労働大臣は、交付すべき国庫負担金の額を確定した場合において、  
既にその額を超える国庫負担金が交付されているときは、期限を定めて、そ  
の超える部分について国庫に返還することを命ずるものであること。  

第2 国庫負担額   
1 国庫負担金  

（略）  

2（略）  

3（略）  

第3 保育単価及び支弁額   

1 保育単価  
その保育所の保育単価は、次の表の第1欄に、民間施設給与等改善費と  

して別に定める基準により第2欄に掲げる額（以下「加算額」という。）を加算  
した額とすること。  
なお、加算額については、別に定めるところにより全部又は一部を減ずる  

ことができるものであること。  

第3 保育単価及び支弁額   

1 保育単価  
（略）  

一＼【－  t；Tて出「¶・－ 叫′、▲＼ 知 r仁丁‾てこt■＿ぷト、i五．ゝ，－⊥，r・   



改 正 後  改 正 前   
保 育 単 価 表  保 育 単 価 表  

その保日所の長  訂他廊洞計ケ笥改  加算額  その保  その保育所の長  民間施設給与等改善費   その保 育所の 所在す  その保育 所のその   がその月初日に 、ヽ壬［レ  育所の  その保育 所のその   がその月初日に  その月初日  基本分  
巨又  ノ  （第2欄）  

，＼ 告几    コbぐト  
4．0％  

12．0％10．0％ 8．0％ 4．0％  加算分  加算分  加算分  加算分  区分   設置（欠員・   加算分  

円  円  
乳 0  乳 01土星立  

設 置   1，2歳児  皇遇  
31人  3歳児  設 置   

31人  乙旦坦  
から  4歳以上児  から  乙旦旦⊆  

40人  乳 児  40人  乳 旦」i迎  
まで  1，2歳児  まで  乙墨迎  

未設置    3歳児  
⊥旦Z旦  

4歳以上児   ⊥旦迫  

ヱ⊥並旦  

も之辿  

之ヱ建  

此  乙遇  

包旦辺  

旦】旦坦  

⊥旦迎  

土壁坦  
乳 児  乳 乙旦迎  

設 置  1，2歳児  
皇1塾担  

剋人  3歳児  皇  之1呈堕  

から  4歳以上児   辿  
50人  乳 児  50人  

旦1昼型  まで  
未設置  

1，2歳児  まで   且旦姐  

3歳児  上⊥塑旦  
4歳以上児   

土色！迎  

乳 児  乳 旦L型辿  

設 置  1，2歳児  
設 置   

皇L型迫  

51人  3歳児  
51人  辿  

から  4歳以上児   から  ユ⊥裂迫  
60人  乳 児  60人  む坐旦  まで  

未設置  1，2歳児  まで  旦1旦巨立  

3歳児  ム英迫  
4歳以上児   ⊥迎  

乳  児  乳  包旦迫  
設 置  1，2歳児   

設 置  
旦退塾  

61人  3 歳 児  j迫遡  む巨坐  呈上！迫  旦LZj坦  ユ⊥邑邑9  
61人  土⊥邑Z旦  

から  4歳以上児  生長旦旦  遇  姐迎  遇  ム旦！辿  から  上⊥亘旦9  

70人  乳  児  70人  揖迎  まで  
未設置  

1，2歳児   まで  
未設置   

迫迫  
3歳児  ム迎  
4歳以上児   

－
山
竺
－
 
 
 



改 正 後  改 正 前  

その保 の  その保育  その保育所の長  
がその月初日に  その月初日   基分  その保 育所の  その保育 所のその   がその月初日に  その月初日  正  基杢分  

育所   所のその   
る地域 区分  月初日の 定員区分   加算分  加算分  加算分  加算分  所在す る地域 区分  月初日の 定員区分  おいて設置又は 未設置（欠員・ 無給）の区分  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）      刀  

円  円  

乳   児     土迫丘亘旦  乳   児    罠乙題迫  

1，2歳児   土！温良辺  上土▲公迫  姐迫  乙皇Z旦  迫迫  1．2歳児  』旦L聖担  jユユ；迫  見廻  ヱ1裏迫  旦1ヱ廷  

71人   設 置  71人   設 置  
から  から  

80人  乳   児   適ム旦迫  j且且；迫  上皇ヱZ旦  上之．旦】迫  姐迫  80人  乳   児  剋坦  j旦ヱ辺  遇  主⊇．む迫  む遊旦  

まで  未設置  まで  1，2歳児  墾⊥旦辺  通過  旦⊥童追旦  包旦⊆坦  姐担  

坐迫担  姐坦  旦ヱ巨旦  旦L鮎坦  ム鮎坦  未設置  

4歳以上   旦む鮎坦  旦1旦邑旦  遇  乙史担  上之；迫  4歳以上児  遊⊥Z5坦  旦丘迎  過  呈上生星史  ム呈』  

乳    上Z上辺  遵』迫  」迫遇  上之且迫  旦』迫  乳   児  適且遜泣  上姐担  過  上之且担  姐迫  

上腿  週蓬辿  旦▲旦邑旦  乙裂迫  姐迫  1，2歳児  塑▲遇  適▲鮎坦  旦上旦辿  ム巫坦  迅坦  

81人   設 置  81人   設 置  
iヱ／100  4歳以上児  鮎迫  も壁坦  呈1裏坦  旦ぷ迫  ム退迫  ．迫／100  

地域  乳   児   裏道且迫  適ヱ！迫  主旦．皇旦塁  盟止坦  迎  地域  乳   児  土塁血旦邑旦  上む巨旦旦  1皇且坦  退．呈辺  辿坦  

まで  未設置  まで  1，2歳児  出止辿  過  墨遡  旦．封迫  旦』迫  

3 歳  未設置  

4歳以上児   旦巨遡  乙生娘  乙旦建  乙空坦  1，140  乙堅迫  乙遇  1，140  

乳   児   裏迫良三迫  遁ヱ迫  土塁」宣姐  迫丘姐  腿  乳   児  』血旦迫  土む巨星旦  1巨▲迎  上之A迫  姐迫  

1．2歳児   塑⊥退旦  皿  乳量ヨ旦  包旦迫  乙生娘  1．2歳児  岨  j且之辿  邑▲堅坦  旦』迫  旦止！迫  

91人   設 置  91人   設 置  
から  4歳以上児   35740  乙立通  乙製坦  呈遇  ム⊥乙旦  から  4歳以上児  並遡  迅迫  乙堅坦  呈⊥鮎迫  土⊥1旦旦  

100人  乳   児  100人  乳   児  土迫且迫  」迫】旦；迫  過  皿  旦．旦！迫  

まで  1，2歳児   岨  乞皇室担  軋以坦  皇▲呈乏旦  迎  まで  1．2歳児  旦乳旦坦  旦丘姐  旦．旦！迫  塁⊥裏迫  乙⊇旦旦  

未設置  未設置  

4歳以上児   ● －；一  呈1旦担  之旦⊇旦  ム！迫9  960  4歳以上児  旦虹出  ⊇遡  む迦  土1旦；迫  960  

乳   児   裏且工迫  土臥塁上旦  j旦且迫  過  ら上！迫  乳   児  凪裏迫  上組辿  ⊥巨⊥む坦  j旦遥旦旦  旦止姐  

1，2歳児   j辿』迎  避止迎  旦⊥坐旦  旦ヱ麹  旦1旦ヱ旦  1，2歳児  塁旦」⊇二坦  過  軋旦担  む堅坦  遇  

101人   設 置  101人   上・仁さ  
から  4歳以上  児  旦む皇〔坦  呈遥亘g  呈上聖坦  遇  1，110  から  

110人  乳   児   剋迫  」逼迫姐  姐  j逼迫迎  旦且辿  110人  乳   児  上∈迫且皇旦  廷退塾  避止迎  i」出旦  む迫塁  

まで  1．2歳児   塾生辿  旦．迦  工遜坦  姐坦  迅坦  まで  1．2歳児  旦越  旦⊥出旦  乙鮎旦  旦1呈迎  まL出迫  

未設置  未設置  

4歳以上児   29800  2800  ⊇⊥迎  ム旦！迫  930  4歳以上児  呈旦1旦皇旦  之▲公坦  乙旦！迫  ⊥題迫  旦⊇旦  

乳   児  乳   児  適乙ぷ迫  呈＆旦迎  呈旦之辺  過  むと担  

1，2歳児   旦之．旦墨旦  旦避迫  旦遡  旦退色旦  迎  1，2歳児  三追越  皇遡  姐迫  迎  乙旦辿  
設 置  

111人  3 歳 児   姐  丸鎚迫  乙封坦  乙ヱ！坦  ムぷ泣  111人   設 置                                                                           3 歳 児  皇姐担  姐迫  呈⊥皇室迫  之1皇室迫  ム週  

から  4歳以上  児  旦呈⊥2旦塁  旦且迫  呈1旦辺  呈止担  ム9ヱ旦  から  4歳以上児  旦遇  塁」担旦  遇  乙迎  ⊥』迫  

120人  乳   児   旦旦旦L退迫  』遁姐  1姐坦  出且担  迦  120人  乳   児  逓旦⊥裏担  週旦  1皇道鎚  j⊥．堅迫  乙遇  

まで  1．2歳児   鎚適ヱ旦  姐担  L製坦  旦．皇祖  と呈」迫  まで  1，2歳児  旦む担  旦⊥出旦  過  む塑旦  む迦  

未設置  未設置  

4歳以上児   呈辿担  呈上旦旦  乙之巨旦  」鎚旦  旦！迫       4歳以上児  呈軋壁坦  呈⊥壁迫  乙旦姐  L乙9旦  旦旦旦   

笥  

・－・－－－－・－‥－－・－   
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改 正 後  改 正 前  
その保  その保育所の長  その保  その保育所の長  
育所の 所在す  その保育 所のその   がその月初日に おいて設置又は  その月初日 の入所児血  基本分 保水単価  育所の  その保育 所のその   がその月初日に  その月初日    基杢分  
る地  Ⅸ  

域 区分  月初日の 定員区分   未設置（欠員・ 無給）の区分  る地域 区分  月初日の 定員区分   
二刀  昇    ロ 分  無給）の区分   加算労  加算分  加算分  加算分  

円  円  
乳 児  乳 児  
1，2歳児  

設 置  
1，2歳児  

設 置  
121人  3歳児  121人  3歳児  
から  4歳以上児  追遜坦  乙旦≦坦  乙三迫旦  呈⊥旦亘g  1▲旦呈旦  から  4歳以上児  32090  3070  2560  2050  1020  

130人  乳 児  130人  乳 児  
まで  まで  1，2歳児   未設置    1．2歳児   

未設置  3歳児  
4歳以上児   4歳以上児   
乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児   
設 置  

1，2歳児   

131人  3 歳 児  鮎担  姐担  旦1呈旦旦  呈⊥巨星旦  ・ム裂担  131人  3 歳 児  姐  姐旦  旦1．退旦  乙立担  上⊥之Z旦  
から  4歳以上児  旦⊥生邑旦  旦L墜坦  迎  之L〔坦旦  ム旦担  から  4歳以上児  31290  2970  2480  1980  990  

140人  乳 児  140人  乳 児  
まで  1，2歳児   まで  1，2歳児   

未設置  未設置  
4歳以上児   4歳以上児   
乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児   1，2歳児   

141人  3 歳 児  立道⊇坦  迅迫  呈⊥土星旦  乙萱」迫  ム呈皇旦  141人   設 置  
から  4歳以上児  迎』坦  之且担  呈▲旦⊇旦  ム旦担  皇室坦  から  4歳以上児  旦姐坦  姐坦  2410  1920  960  

150人  乳 児  150人  乳 児  
まで  未設置    1．2歳児   まで  未設置    1，2歳児   

3 歳 児  過度担  呈⊥呈皇旦  呈▲ヱ旦旦  退迫  ム⊥担  3 歳 児  弘之迎  呈1呈迎  姐坦  乙㌫担  ⊥出旦  
4歳以上児  過  呈止呈旦  遇  ⊥∈江旦  830  4歳以上児  呈乙呈旦旦  之⊥旦旦旦  乙旦Z旦  1660  830  
乳 児  乳 児  
1，2歳児   

設 置  
1，2歳児   

151人   設 置  151人  3 歳 児  3エ旦迫  遇  姐迫  乙墜坦  ⊥迎  
から  4歳以上児  呈姐坦  姐担  之』迫  ム旦∈迫  製迫  から  4歳以上児  ⊇且旦迫  之且；迫  2430  1940  970  

160人  乳   児  1旦旦⊥ま旦旦  堂遡  適1壁迫  旦⊥旦ヱ旦  亘⊥旦；迫  160人  乳   児  避旦堅迫  上乙遡迫  遇   
まで  1，2歳児  卓江迎  姐迫  乙Z旦9  旦之辿  乙ユj旦  まで  未設置  

未設置  
3 歳 児  迫聖坦  乙A！坦  呈⊥旦呈旦  乙退迫  ユ⊥主旦9  3 歳 児  辿1旦≦迫  旦ユ室迫  姐迫  呈⊥呈亘旦  上▲⊥⊇旦  
4歳以上児  之1退塾  姐坦  乙土星旦  ⊥堅坦  鮎坦  4歳以上児  之乙．建旦  之L巨坐  乙ユ⊇旦  1690  840  
乳   児  遁旦Lヱ≧旦  土塁⊥上皇旦  週  j且題迫  皇』三坦  乳   児  上皇旦且迫  ⊥L製坦  jA避坦  旦ユ遡  旦且旦旦  

設 置  1，2歳児  塑＿迎坐  旦丘亘旦  旦▲旦皇旦  包遇  呈⊥呈上旦  設 置  1，2歳児  旦旦1裏旦  弘迎  乙旦辺  姐迫  乙ぶ迫  
161人  3 歳 児  ヨエA辺  呈」ヱ皇旦  乙田立  乙裏坦  1，230  161人  3 歳．児  ⊇ム旦担  旦追！迫  旦⊥旦Z旦  呈遡  1，230  
から  4歳以上児  旦旦止ま旦  之．旦Z旦  迅坦  ⊥旦豊丘  950  から  4歳以上児  呈旦▲呈旦旦  呈遡  2370  1900  950  

170人  乳   児  是正ヱ姐  土ヱヱ乙旦  払弘旦  1」旦迎  も旦担  170人  乳   児  上皇邑丘≡迫  ユヱ⊥旦旦旦  上皇ヱ⊆坦  ⊥L臼担  姐坦  

まで  未設置  まで  1，2歳児  塑止辺  旦▲呈呈旦  乙旦∈迫  辿担  旦L姐旦  

3 歳 児  旦姐坦  旦⊥呈亘旦  乙ヱj辿  之▲之呈旦  1，110  未設置  
4歳以上児  墓L裏坦  之▲卓上旦  乙旦！坦  ム旦担  830  4歳以上児  毘担  之L生≦坦  呈⊥鎚坦  ⊥L鮎迫  830   
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改 正 後  改 正 前  
その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保  その保育  民間施設給与等改善費加算額  

その操  その保育 所のその    その月初日  基本分  （第2柵）  育所の  （第2欄）  

士、  所在す  所のその   
所 る地域  月初日の  いて又は 未設置（欠員・  の入 の年齢区分  日 （第1柵）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  

区分  定員区分  無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  る地域  月初日の た！，  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4、0％                     区分  定員区分  無給）の区分    加算分  加算分  加算分  加算分  
円  円  

適且ぷ担  土地  
乙裏坦  旦」と旦旦  

設 置  設 置  
171人  4歳以上児   171人  4歳以上児   

以上  乳 児  以上  乳 児  

1，2歳児   未設置    1，2歳児   
未設置  3 歳 児  姐  姐迫  呈1丑担  乙＿巳迫  ム塑旦  

4歳以上児  之L型辺  ぴ○  呈1旦巨旦  ●一●  鮎坦  4歳以上児  三迫止建  之L坐旦  乙迦迫  ム∈追旦  鮎旦  
乳 児  乳 児  

設 置  1．2歳児  1，2歳児  

31人  3歳児   31人   設 置     3歳児   
から  4歳以上児  姐迫Z旦  旦」主上坦  亘L廷旦  もぷ迫  乙題迫  から  4歳以上児  塁上旦担  旦⊥主旦旦  旦⊥迎  旦』坦  呈⊥む担  

40人  乳 児  40人  乳 児  

まで  1，2歳児  まで  未設置    1，2歳児  

未設置     3歳児   3歳児   

4歳以上児  姐  姐迫  遇  蔓止坦  ⊥亘辺  4歳以上児  皇亘▲坐旦  も旦辿  旦▲旦皇旦  姐迫  1⊥旦巨旦  
塾盟  

盟」邑   主」呈遺児   

量産児  
4歳以土児   1剋虚1  
匙盟  

玉造置   土」呈産児   

量産児  
4盛夏よ盟   

乳   児  1邑旦⊥之邑旦  迦止迎  jヱヱ担  遇  旦．旦皇旦  乳  児  出払』迫  迎逼迫  』⊥之迎  上皇．ヱ旦旦  旦避迫  

1，2歳児  上皇皇⊥剋迫  姐  姐遡  乱逆旦  皇．土星旦  
設 置  

呈」呈遺児  出呈し退坦  姐  一迫遥担  旦1旦！迫  皇．土星旦  

41人   設 置  46人  ‾ 旦 歳 旦  旦⊇⊥聖迫  包ヱ！迫  亘⊥巨星旦  姐迫  之且辿  

ゝら  4歳以上児  塾且建  姐迫  姐担  迎  ム旦Z旦  ら  4盈退去足  辿  辿  皇』辿  乙旦迫  上⊥旦邑塁  

50人  乳   児  i三塁⊥皇；迫  ● ● ●  上皇遡  ＿迫』迫  包皇室迫  50人  匙   児  ＿日通  遵通辿  ヱ旦遇  上辺迫  旦丘！迫  

まで  1，2歳児  』且旦≡迫  出ユ辿  旦⊥皇Z旦  1壁坦  旦且迫  まで  未設置                                        ユ」呈歳盟  裏且且迫  址遡  乱裏迫  1襲迫  旦1ヱ旦旦  

未設置                                                                               3 歳 児  亘乙旦主旦  亘⊥亘亘塁  生壁担  ＆ヱ辿  土星萱旦  旦 遺 児  姐  畠旦迫  皇1旦！迫  旦1皇宣旦  ユ⊥旦4旦  

4歳以上児  一■ ● ●  姐担  乙聖拉  旦⊥1旦旦  上皇≧坦  4．ヱ迫  旦且之旦  乙出旦  1．旦Z旦  

乳   児  旦ヱL星二迫  姐  適ユ建  上乙裏旦  軋二日迫  乳   児  上ヱ巨▲旦辿  ユ旦⊥里長迫  ．迫追；迫  上辺迫  旦丘辿  

1．2歳児  』迫迫  裏遡  皇道巨旦  迅坦  姐迫  1，2歳児  剋  上土ユ；担  乳丑坦  乙旦之旦  乙旦豊丘  
設 置  

51人  3 歳 児  堕』迫  邑1旦⊇旦  畠旦；迫  4」左辺  星』迫  51人   設 置                                                                         3 歳 児  羞迫．旦Z旦  旦⊥旦旦旦  姐迫  旦⊥旦堕  ム製坦  
から  4歳以上児  一■；●●  姐坦  姐迫  旦▲生担  ⊥ぢ担  から  4歳以上児  盟ぷ迫  辿迫  ま1呈！坦  旦止坦  ⊥芸迫  

60人  乳   児  上皇姐迫  土旦L迦  上五度担  上乙ヱ亘旦  む辺  60人  乳   児  適1封迫  ユ且且辺  土退迫  ユ旦崖迫  む旦⊇旦  
まで  未設置  まで  1，2歳児  豊里．呈！迫  j且L乙竣  墨⊥旦辺  ヱユZ旦  迅迫  

3 歳 児  塾長担  亘」塾担  皇L呈j迎  旦」退迫  ム旦辺  未設置  
4歳以上児  生旦⊥互生旦  迎  退旦  呈▲旦上旦  ム旦〔坦  4歳以上児  生L旦三塁  姐迫  旦A！坦  乙裂迫  1L呈旦旦   
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改 正 後  改 正 前  

その保  その保育  その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保  その保育  その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  
その月初日  基本分 つと、′  （第2欄）  その月初〕日  基本分  （第2榊）  

所在す  おいて放置又は  育所の  所のその  がその月初日に  
る地域  月初日の   未設置（欠員・  の の年齢区分   （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  

区分  定員区分  無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  る地域  月初日の   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  
乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児  1．2歳児  

61人  3歳児  61人   設 置     3歳児  
から  4歳以上児  坐⊥旦呈旦  もヱ！坦  ∑旦呈旦  呈⊥1旦旦  1ユ旦旦旦  から  4歳以上児  鎚迫  皇⊥旦旦旦  ∑旦萱旦  旦⊥土！辿  ⊥丘亘旦  

70人  乳 児  70人  乳 児  
まで  1′2歳児  まで  

未設置  
1，2歳児  

未設置     3歳児   3歳児   

4歳以上児  避退塑  旦⊥旦亘旦  旦⊥呈上旦  呈⊥旦乙9  ⊥題迫  4歳以上児  週遡  迎  旦⊥土星Q  乙迎  土⊥之ヱ旦  
乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児  1．2歳児  

71人  3歳児   71人   設 置     3歳児   
から  4歳以上児  姐  出之旦  迎  乙旦墨旦  ⊥裏坦  から  4歳以上児  ま≧⊥呈皇旦  も2三坦  旦⊥亘ヱ旦  呈．j迫旦  ム裏坦  

80人  乳 児  80人  乳 児  
まで  未設置    1，2歳児  まで  未設置    1．2歳児  

3歳児   3歳児   

4歳以上児  旦旦1旦巨旦  遇  乙堅迫  之と旦旦旦  土⊥上皇塁  4歳以上児  韮」＿；迫  旦丘巨旦  乙旦∈坦  乙∑担  ⊥裏坦  

乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児  設 置  1，2歳児  

81人  3歳児   81人  3歳児   
1巨／100  4歳以上児  姐  迎  旦這萱旦  遇  上皇坐  上4／100  4歳以上児  塑ヱ坦  乙製坦  旦」送迎  過  ⊥芸坦  
地域  乳 児  地域  乳 児  

まで  1，2歳児  まで  1，2歳児  

未設置     3歳児   未設置     3歳児   
4歳以上児  旦皇▲旦Z旦  旦⊥旦Z旦  乙軋迫  之且姐  主上迎  4歳以上児  ⊇A蓮迫  辿担  乙ヱ旦旦  乙左辺  ⊥上土旦  

乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児   設 置  1，2歳児   

91人  3 歳 児  皇乙旦ま旦  皇⊥呈主立  旦⊥亘亘負  過  ⊥裏旦  91人  3 歳 児  生Lヱ旦旦  迎  旦丘⊇旦  辿  土⊥生〔坦  
から  4歳以上児  旦亘⊥上土旦  旦⊥皇旦旦  ；●l  呈⊥呈旦旦  土⊥土建  から  4歳以上児  旦皇⊥堅坦  乙劃坦  乙塾迫  呈⊥呈三塁  土▲ム迫  

100人  乳   児  上皇ヱ⊥亘旦墾  土工ユ亘旦  ∫；■●  畏透過  姐迫  100人  乳   児  剋坦  」ヱ丘建  避止鎚  jユヱ坐  む邑ヱ旦  

まで  1．2歳児  旦邑⊥鮎坦  皇⊥皇Z旦  ヱ1旦旦旦  邑1呈週  迅迫  まで  
未設置  

1．2歳児  旦L旦凶  旦．旦9旦  乙旦迫  皇⊥星旦旦  旦L臼旦  
未設置                                                                             3 歳 児  旦Z⊥旦邑旦  過  迅迫  乙史担  1，210  3 歳 児  ●；■●  旦丘生9  旦⊥旦迎  之遇  1．210  

4歳以上児  旦負」迦  乙＆担  呈⊥旦辺  ム堅坦  940  4歳以上児  迎退廷  呈ユ旦迎  呈⊥旦亘旦  ム！迫旦  940  

乳   児  適上之！迫  土塁止！坦  上皇▲上皇旦  上之ユ呈旦  旦』辿  乳   児  適姐迫  土星▲旦生旦  j且史担  上之1旦星旦  旦且迫  

1，2歳児  旦之止担  旦且主旦  姐迫  む鎚坦  迅坦  1．2歳児  旦土⊥旦塑  姐迫  旦▲ユ旦墾  む舅迫  旦之Z旦  

101人   設 置  101人   設 置  
から  4歳以上児  呈ヨ⊥邑旦旦  遇  旦LZ旦旦  呈⊥土塁旦  土⊥壁坦  から  4歳以上児  三迫追担  旦1呈迎  乙ヱ上旦  旦」1ヱ旦  ム！迫旦  

110人  乳   児  ＿建立ぷ坦  遇  適」ユ旦  ⊥LZ旦旦  姐迫  110人  乳   児  剋迫  ユヱ且迫  剋迫  出遁辺  且遇  
まで  1．2歳児  旦ヱ遡  旦ヱ辿  1遥旦塁  軋裂担  旦L蓑坦  まで  1，2歳児  旦ヱ⊥旦迎  姐坦  乙ヱ皇旦  もぶ迫  旦⊥旦旦旦  

未設置  未設置  
4歳以上児  呈且旦迎  呈ユ4旦  迅迫  ⊥鮎迫  旦遁  4歳以上児  迫』迫  呈⊥ヱ呈旦  乙呈！迫  ⊥軋坦  製迫   
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改 正 後  改 正 前  
その保 の  その保 の  その保育  

育所 在す  その 所のその   がその月初日に  育所  所のその   
所   ざLヽ1′丑中   

る地域  月初日の   加算分  加算分  月初日の   加算分  

円  円  
乳 児  乳 児  
1，2歳児  1，2歳児  

111人   設 置  111人   設 置  
から  4歳以上児  旦之1皇旦立  呈上皇旦  呈追⊇旦  乙迦  l，040  から  4歳以上    旦呈1皇旦塁  迅迫  之1鎚迫  ≧⊥旦！迫  1，040  

120人  乳 児  120人  乳  
まで  1．2歳児   まで  未設置   1．2歳  

未設置  呈旦．呈塁旦  呈⊥生萱旦  乙旦Z旦  乙旦三迫  ム上皇旦  

4歳以上児  姐  呈⊥邑亘旦  乙迦  ⊥迦  む迫  4歳以上   28410  2630  2190  1750  870  
乳 児  乳 児  

1，2歳児   1，2歳児  

121人   設 置  121人   設 置  
から  4歳以上児  旦土日迫  姐迫  乙亘呈旦  呈▲旦；迫  ム吐旦  から  4歳以上児   旦L監坦  迎  之迎  2▲鎚坦  1000  

130人  乳 児  130人  乳 児  
まで  1，2歳児   まで  未設置    1，2歳児  

未設置  3歳児  
4歳以上児   4歳以上児  

乳 児  乳 児  
1，2歳児   

設 置  
1．2歳児  

131人  設 置  131人  3歳  
から  4歳以上児   から  4歳以上  

140人  140人  乳  

まで  1，2歳児   まで  1，2歳  

未設置   未設置  
4歳以上I   旦Z遡  呈遡  呈1旦邑旦  ム鎚迫  830  

乳 児  乳 児  

1，2歳児   1，2歳児  
設 置  

141人  3 歳 児  3且ぷ迫  乙邑Z旦  辿迫  ・乙呈皇旦  遇  141人   設 置  
から  から  4歳以上    遡』姐  乙迎  乙旦巨旦  ⊥迎  940  

150人  乳   児  ．追越  上Z退∈迫  上皇1皇Z旦  裏j迎  互二む迫  150人  乳    蓑且呈主迫  ．巳遥⊇坦  週遡  ユ土．旦邑9  皇ヱ迎  

まで  】‥ 2歳児  姐  乳題担  乙姐之  旦1旦巨旦  姐迫  まで  未設置                                        1．2歳児   姐  旦1旦！迫  乙鮎旦  旦▲旦！迫  呈⊥鮎坦  

未設置                                                                              3 歳 児  迫．旦皇旦  辺旦  乙芸坦  之L迦  1，080  3 歳 児   3且旦迫  旦遡  乙工迫  乙吏迫  1．080  
4歳以上児  姐  呈止星空  迎  上丘⊇旦  810  4歳以上児   j迫ヱ坦  乙越  迎  ム旦≧坦  810  

乳   児  ＿退迅坦  夏ヱ坦  出遁迎  出＿且∈迫  皇上塾迫  乳   児   1∈迫ヱ呈旦  土Z⊥旦亘旦  上皇ヱ上里  ユ上⊥Z旦旦  旦旦墜旦  

設 置  1．2歳児  室退避迫  姐迫  乙鮎迫  亘1旦生旦  旦ユ迫  1，2歳児   羞迫』迫  乱裏迫  三通巨旦  包題迫  呈上皇旦  

151人  3 歳 児  岨  迎  辿坦  姐坦  ⊥星迎  151人   設 置                                                                           3 歳 児   ⊇ヱ』泣  呈▲邑邑堕  呈⊥鮎迫  呈．全担  ム呈呈旦  
から  4歳以上児  姐  2⊥鮎担  辿  上皇≧旦  堅迫  から  4歳以上児   迫且迫  退迫  呈⊥退迫  土製坦  950  

160人  乳   児  土星姐迫  土工⊥裏坦  出遡  主上旦呈旦  迎  160人  乳   児   適且旦旦旦  1Z遡  上皇．皇！坦  呈上丘；迫  亘⊥Z旦塁  

まで  1．2歳児  旦亘止担  旦止担  乙包迫  亘▲鎚坦  迎  まで  未設置                                         1‥2歳児   迫上担  旦▲旦巨旦  乙彗迫  旦．旦皇旦  旦且邑旦  

未設置                                                                               3 歳 児  廻坦  過  呈．ヱ邑9  辺迫  1，100  3 歳 児   避止担  呈⊥迫塁  呈ヱ亘立  呈⊥送迎  1．100  

4歳以上児  呈乙呈（坦  題  之旦旦9  ⊥旦建  830       4歳以上児   鎚坦  呈▲旦≦坦  乙旦辿  土⊥旦堅塁  830   
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改 正 後  改 正 前  

その保 の  その保育  その保 育所の  その保育  
育所   所のその   がその月初日に  
所在す  女、′  所のその   

る地域  月初日の  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  0  0  0  0  

区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  所 加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  

乳   児    ⊥Z旦▲呈旦旦  乳   児    』且且担  

1，2歳児  裏且且担  11，550  旦丘；迫  7，700  3，840  1，2歳児  主！追止坦  11，550  旦▲旦；迫  7．700  3，840  

51人   設 置  51人   設 置  
から  4歳以上児  一≧；●  5，080  皇1呈皇旦  3，390  1，690  から  4歳以上児  ′：…－●  ち，080  姐迫  3，390  1，690  

60人  乳   児  上皇邑1迦  土星⊥巨！迫  姐  12，460  6．220  60人  乳   児  土星巨▲旦皇旦  姐  皇且旦Z旦  12．460  6，220  

まで  1，2歳児  盟且迫  10，590  旦道迎  7，060  3，520  まで  1，2歳児  盟遜迫  10，590  む鮎迫  7．060  3，520  

未設置  未設置  
4歳以上児  40，860  4，120  乙史担  2，750  1，370  4歳以上児  40，860  4，120  辿  2．750  1，370  

乳   児  』旦』迫  一迫ユ堕  15，960  12，770  6．380  匙   盟  ユ貞且且迫  辺上巨立  15，960  12，770  6，380  

1，2歳児  土旦土⊥王旦旦  11，060  9，210  7，370  3．680  設 置                                      呈」呈基盤  上旦皇ヱ邑旦  11．060  9．210  7，370  3，680  
設 置  

61人  3 歳 児  呈上▲旦墨旦  5，390  4，490  3，590  1，790  61人  主 義 且  旦L裏坦  5，390  4，490  3．590  1，790  
から  4歳以上児  皇生ヱ坐  4，590  3，820  3，060  1，530  から  全量以土児  裏ヱ辿  4，590  3，820  3，060  1，530  

70人  乳   児  』且』迫  j遭遇  15．280  12，220  6，100  70人  匙   且  ま長辺遇  ユ且ぷ迫  15．280  12，220  6，100  

まで  1，2歳児  旦姐迫  ユ且旦迫  8，530  6，820  3，400  まで  
未設置  

土」呈歳旦  姐望迫  辿遥迫  8，530  6，820  3，400  

未設置                                                                             3 歳 児  皇皇．ぷ迫  も旦迫  3，810  3，040  1，510  旦 畠 児  坐且迫  姐迫  3，810  3，040  1．510  
4歳以上児  韮1む迫  旦ヱ迫  3，140  2，510  1，250  4盛込土児  旦乙旦三塁  旦ヱ∈迫  3，140  2，510  1，250  

乳   児  主脳迫  j旦ヱ≦坦  15，660  12．520  6，250  乳   児  旦旦邑ユ乙旦  上邑ヱ羞迫  15，660  12，520  6，250  

1．2歳児  旦邑ヱ≡迫  10，690  8，910  7，120  3，550  
設 置  

土」呈遺児  塑．ヱ；迫  10．690  8，910  7，120  3．550  

71人   設 置  71人  旦 産 児  4且且迫  5，020  4，190  3，340  1．660  
から  4歳以上児  裏ヱ！迫  4，220  3，520  2，810  1，400  から  4畳込土盟  生▲旦迫  4，220  3，520  2，810  1，400  

80人  乳   児  廻  ユ且且担  15．060  12，040  6，010  80人  乳   盟  適旦上辺  1邑．旦巨旦  15，060  12，040  6，010  

まで  1．2歳児  旦≧⊥ヱ生旦  9，970  8，310  6，640  3．310  まで  土」呈歳旦  j担ユ；迫  9，970  8，310  6，640  3，310  

未設置  未設置  
4歳以上児  35，690  3．500  2．920  2，330  1，160  4轟以土児  35，690  3，500  2，920  2，330  1，160  
乳   児  裏道遜迫  ユ旦遡  15．420  12，330  6，160  乳   児  適且丑迫  一迫止坦  15．420  12，330  6，160  

設 置  1，2歳児  旦巨⊥星呈旦  10，400  8，670  6，930  3，460  1，2歳児  三迫且迫  10，400  8．670  6，930  3，460  

81人  3 歳 児  46，020  4．730  3．950  3．150  1，570  旦土人   設 置                                                                         3 歳 児  46，020  4，730  3，950  3．150  1，570  
12／100  4歳以上児  39，280  3，930  3，280  2，620  1，310  12／100  4歳以上児  39，280  3，930  3，280  2．620  1，310  

地域  乳   児  適且旦担  主L堕旦  14，880  11，900  5，940  地域  乳   児  i亘旦⊥坐迫  旦ヱ．旦亘旦  14，880  11，900  5，940  

まで  1．2歳児  弘』迫  9，760  8，130  6，500  3．240  まで  1，2歳児  ！迫止Z旦  9．760  8，130  6，500  3，240  

未設置  未設置  
4歳以上児  姐  3，290  2．740  2，190  1，090  4歳以上児  旦旦1旦皇旦  3．290  2，740  2．190  1，090  

乳   児  上皇且』迫  jヱ1旦蔓旦  14，940  11，950  5，970  乳   児  出払』迫  ユエ匙迫  14，940  11．950  5，970  

設 置  1，2歳児  弘遇  9，830  8，190  6，550  3，270  1，2歳児  旦主⊥弘旦  9．830  8，190  6，550  3，270  

91人  3 歳 児  41，220  4．160  3．470  2，770  1，380  91人   設 定                                                                         3 歳 児  41，220  4．160  3，470  2，770  1．380  
から  4歳以上児  34，480  3．360  2，800  2，240  1，120  から  4歳以上児  34，480  3．360  2，800  2，240  1．120  

100人  乳   児  上皇皇⊥呈！辿  1乙皇室旦  14，460  11，560  5，770  100人  乳   児  適宜』迫  ユヱ且担  14，460  11，560  5．770  

まで  1，2歳児  室迫ヱ迫  9，250  7，710  6，160  3．070  まで  1，2歳児  旦虹迫旦  9．250  7．710  6，160  3．070  

未設置  未設置  
4歳以上児  29，680  2，780  2，320  1，850  920  4歳以上児  29，680  2．780  2，320  1，850  920   
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改 正 後  改 正 前  
その保  その保育  民間施設給与等改善費加算額  その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  

所のその   （第2欄）  その保  その保育 所のその    その月初日  基杢糞  （第2欄）  

五十十  所在す   月初日の  おいて設置又は  
る地域  の   未設置（欠員・   る地域  未設置（欠員・   

区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  
乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児  1，2歳児  
3 歳 児  39，940  4，000  ■3，340  2．660  1，320  設 置  

101人  101人  3 歳 児  39，940  4，000  3．340  2．660  1，320  
から  4歳以上児  33，200  3，200  2．670  2．130  1，060  から  4歳以上児  33，200  3，200  2．670  2，130  1．060  

110人  乳 児  110人  乳 児  
まで  1，2歳児   まで  未設置    1，2歳児   

未設置  3 歳 児  遊⊥重江旦  3．480  2，900  乙且迫  1．150  
4歳以上児  呈＆旦担  2，680  2，230  土ヱ旦旦  890  4歳以上児  呈邑⊥旦⊇旦  2，680  2，230  土⊥ヱ旦旦  890  
乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児   1．2歳児   
111人  3 歳 児  3旦且担  3，870  3，230  2，580  1，280  111人   ‾ 設 置  
から  4歳以上児  三迫⊥退迫  3，070  2，560  2，050  1，020  ら  4歳以上児  旦⊇⊥旦旦旦  3．070  2，560  2，050  1．020  

120人  乳 児  120人  乳 児  
まで  1，2歳児   まで  

未設置  
1，2歳児   

3 歳 児  旦生1旦皇旦  3，390  2，830  2．260  1，120  未設置  
4歳以上児  三迫』迫  2，590  2．160  1，730  860  4歳以上児  廻坦  2．590  2，160  1．730  860  
乳 児  乳 児  

設 置    1，2歳児   設 置  1，2歳児   
121人  3 歳 児  旦乙且建  3，760  3，140  2，500  1，240  121人  3 歳 児  旦乙旦！迎  3，760  3，140  2，500  1．240  
から  4歳以上児  退上辺  2，960  2，470  1，970  980  から  4歳以上児  ∑L出迫  2，960  2，470  1，970  980  

130人  乳 児  130人  乳 児  
まで  1，2歳児   まで  

未設置  
1，2歳児   

3 歳 児  34．210  3，320  2，770  2，210  1，100  未設置  
4歳以上児  27，470  2，520  2，100  1，680  840  4歳以上児  27，470  2．520  2．100  1，680  840  
乳 児  乳 児  

設 置  1．2歳児   設 置  1．2歳児   
131人  3 歳 児  三江．と担  3，670  3，060  2，440  1，210  131人  3 歳 児  ∑L巳迫  3，670  3，060  2，440  1，210  
から  4歳以上児  旦旦止！迫  2．870  2，390  1，910  950  から  4歳以上児  姐  2，870  2，390  1，910  950  

140人  乳   児  上皇土止！迫  土ヱ⊥駐独  14，190  11．350  5，670  140人  乳   児  上皇上皇担  土工⊥旦⊇旦  14，190  11，350  5，670  
まで  1，2歳児  鎚遇  8，930  7，440  5，950  2，970  まで  1．2歳児  旦乱雲迫  8，930  7，440  5，950  2．970  

未設置  未設置  
4歳以上児  呈旦1旦迫  2，460  2，050  1，640  820  4歳以上児  姐  2，460  2，050  1，640  820  
乳   児  ユjA且迫  ムL送迎  14，460  11．560  5，770  乳   児  遮血土星9  上乙旦皇旦  14，460  11，560  5，7ナ0  

設 置  1，2歳児  …・・l  9．250  7．710  6，160  3，070  
設 置  

1，2歳児  堕ユ；迫  9，250  7，710  6，160  3，070  
141人  3 歳 児  姐  3，580  2，990  2，380  1，180  141人  3 歳 児  旦包史迫  3，580  2，990  2，380  1，180  
から  4歳以上児  之姐迫  2．780  2，320  1，850  920  から  4歳以上児  廻迫  2，780  2，3ZO  1．850  920  

150人  乳   児  1邑1旦迎  i皇⊥旦工旦  14，140  11．310  5．650  150人  乳   児  上皇む旦∈坦  j且且∈迫  14，140  11．310  5，650  
まで  未設置  まで  1，2歳児  旦ま丘辿  8，870  7，390  5．910  2．950  

3 歳 児  鎚迫  3，200  2，670  2，130  1，060  未設置  
4歳以上児  姐  2．400  2，000  上丘（迫  800  4歳以上児  廻坦  2，400  2．000  土⊥旦⊆坦  800   
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